
○協議会の構成 市民協議会の傘下に3委員会・2部会を設置し集中的に議論を行う。
【委員会】 ・地域密着型サービス事業等選定評価委員会 ・公的介護施設等整備選定委員会 ・サービス向上委員会

【部会等】 ・高齢者福祉部会 ・医療連携部会（医療連携推進会議）

○組織図

第８期近江八幡市総合介護市民協議会

高齢者福祉部会※

協議・
連携

地域包括支援センター
運営協議会

① 医療と介護の多職種連携
の推進に関すること

① 高齢者福祉計画の進捗管
理に関すること

※基本条例により
設置が義務付け。
介護サービス利用
者と事業者との対
等な関係を確保す
るため。

①多様なつながりを持ちながら自
分らしくいきいきと暮らせる

②健康に留意しすこやかに暮らせる ③高齢・認知症になっても安心して暮らせる ④介護や医療が必要となってもサービス
を受けながら希望する場所で暮らせる

ｻｰﾋﾞｽ向上委員会

第８期近江八幡市総合介護市民協議会の構成（案） ～2025年の近江八幡市地域包括ケアシステムに向けて～

○方向性

○基本目標
(～2025年)

○計画期間 令和３～５年度

○基本理念 自らが自立意識を持ち共に支え合いながら住み慣れた地域での生活を継続する（2025年までに本市の目指す地域包括ケアシステムを完成する）

(6)介護保険サービズ
の充実

(1)生きがいづくりと
活躍の場の確保

(2)介護予防の拡充によ
る健康寿命の延伸

(3)安心して暮らせる環境
やしくみづくり

(4)認知症施策の強化 (5)支え合いのしくみ
づくり

地域密着型サービス事
業等選定評価委員会

公的介護施設等整備選
定委員会

① 市地域密着型サービス事業
所整備指針に関すること

② 市地域密着型サービス整備
計画に基づく事業所選定に
関すること

医療連携部会※

高齢者虐待防止ﾈｯﾄﾜｰｸ会議

マネジメント委員会

② 認知症施策の推進に関す
ること

資料４

※の設置は市民協議会承認事項


